
　第４０号議案 

 

 

亀岡市社会体育施設条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

　亀岡市社会体育施設条例（昭和３９年亀岡市条例第１２号）の一

部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

　　　令和８年２月２０日提出 

 

　　　　　　　　　　　　　亀 岡 市 長　　桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市社会体育施設条例の一部を改正する条例 

 

　亀岡市社会体育施設条例（昭和３９年亀岡市条例第１２号）の一

部を次のように改正する。 

 

　第１４条を第１９条とする。 

　第１３条の２第１項前段中「第８条」を「第９条」に改め、同項

中「第８条から第１０条」を「第９条から第１１条」に、「別表第

２」を「別表第３」に改め、同条を第１８条とする。 

　第１３条第３項中「別表第２」を「別表第３」に改め、同条第４

項中「第２条の２、第４条から第７条」を「第３条、第５条から第

８条」に、「第２条の２中」を「第３条中」に、「第４条、第６条、

第７条及び第１０条中」を「第５条、第７条、第８条及び第１１条

中」に改め、同条を第１７条とする。 

　第１２条を第１６条とし、第１１条を第１５条とし、同条の前に

次の３条を加える。 

　（目的外使用） 

第１２条　社会体育施設は、法令その他別に定めがある場合のほか、 
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これを目的外に使用することができない。ただし、使用が社会体

育施設の管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可

した場合は、この限りでない。 

　（目的外使用料） 

第１３条　目的外使用の許可を受けて社会体育施設の一部を使用す

る者は、目的外使用料を市長が定める期日までに納付しなければ

ならない。 

２　目的外使用料は、別表第１に掲げる額の範囲内において、市長

が定める額とする。ただし、第３条第２項に定める使用期間及び

使用時間を超えて使用する場合は、別表第２に掲げる額の範囲内

において、市長が定める額とする。 

　（目的外使用料の減免） 

第１４条　市長は、特に必要があると認めるときは、目的外使用料

を減免し、又は免除することができる。 

　第１０条を第１１条とし、第３条から第９条までを１条ずつ繰り

下げ、第２条の２を第３条とする。 

　別表第１中「（第８条関係）」を「（第９条及び第１３条関係）」

に改め、同表備考を次のように改める。 

備考 

１　市外居住者（法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市

外にある者。次項において同じ。）が使用する場合は、この表に

定める額の５割相当額を加算する。 

２　使用者が目的外使用する場合は、この表に定める額（市外居住

者にあっては、前項により算出した額）の５倍に相当する額とす

る。 

　別表第２中「（第１３条関係）」を「（第１７条関係）」に改め、

同表を別表第３とし、別表第１の次に次の１表を加える。 
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別表第２（第１３条関係） 

備考 

１　営利を目的とする使用にあっては、この表に定める額の５倍に相当する額とす

る。 

２　使用の期間が１年未満の端数を生じる場合には月割で計算し、１月未満の端数

が生じる場合は日割で計算する。この場合において、使用料の額は、月割にあっ

ては年額を１２で除した額とし、日割にあっては年額を３６５で除した額とする。 

３　使用の期間が１日未満の場合は、１日として計算する。 

４　目的外使用料の額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。 

５　使用面積が１平方メートル未満の場合は、１平方メートルとして計算する。 

６　電気、水道及び下水道の使用料は、別に実費を徴収する。 

７　その他の目的外の占用料については、市長が別に定める。 

 

　　　附　則 

 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この条例による改正後の亀岡市社会体育施設条例の規定は、令

和８年４月１日以後の使用に係る目的外使用料について適用し、

同日前の使用に係る目的外使用料については、なお従前の例によ

る。 
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 種別 単位 金額

 土地使用料 １年 固定資産評価基準により算定した額に１００分の４

を乗じた額



亀岡市社会体育施設条例の一部を改正する条例案要綱 

 

 

１　社会体育施設の目的外使用に係る許可及び当該使用料について、

新たに規定を設けること。 

 

２　この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めること。 

 

３　この条例は、令和８年４月１日から施行すること。 
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